
【資料１】

茨木市障害者差別解消支援協議会の機能整理図

障害者の差別を防止し、解消する地域共生社会づくり

各機関からの繋ぎ

障害者差別解消法の機能

「各機関が」受ける差別に係る相談支援や、

「各機関が」行う差別解消のための取組を、

「各機関が」円滑、効果的に行うための、

情報共有や協議を行うネットワーク

市条例の機能
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茨木市障害者差別解消支援協議会
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の一参加者

【条例による独自の付加機能】
「紛争解決に対する審議・調停・調査機

能」の部分だけが狭義の「審議会」として

の機能

【法による主たる機能】
「参加機関それそれが主体」

となる取組の効果を高めるた

めの「協議会」機能

関係機関それぞれ

の取組を出し合い、

共有。

各機関の取組改善、

地域づくりに向けた

協議

協議会の「主目的」

は、市の取組への

審議・評価ではな

い


